
事 務 連 絡 

令和３年１１月２５日 

  

 

各府県、指定都市及び中核市 保健衛生施設等  

施設・設備整備費国庫補助金ご担当者  殿 

     

 

                     近畿厚生局健康福祉部健康福祉課 

 

 

令和４年度保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金に係る募集について 

 

 

 平素は、保健衛生に係る事業にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

標記につきまして、下記のとおり募集を執り行いますので、整備計画書等関係

書類の提出をお願いします。 

 

１．  今回の募集対象について  

 

（１）以下の施設整備事業については、今回の募集対象外とします。  

・保健所  

 

（２）新型コロナウイルス感染症対策のために行う以下の設備整備事業に  

  ついては、今回の募集対象外とします。  

  ・感染症外来協力医療機関  

   ・新型インフルエンザ等患者入院医療機関  

    ・感染症検査機関  

    ・新型コロナウイルス感染症の検査を実施する機関  

    

 

２．整備計画書等の様式について 

 

（１）整備計画内訳（施設整備事業のみ） 

別添１「Ｒ４年度_整備計画内訳（施設）」に記載願います。 

また、概要や特記事項等があれば、任意様式で併せてご提出ください。 

 

（２）整備計画一覧（設備整備事業のみ） 

別添２「Ｒ４年度_整備計画一覧（設備）」のとおり。 

 

（３）整備計画書 

別添３「Ｒ４年度_整備計画書様式」（ＺＩＰファイル）のとおり。 

各施設の様式番号については、別添４「Ｒ４年度_様式一覧」を参照し

てください。 

記載に当たっては、別添５「Ｒ４年度_留意事項」をご確認ください。 

 

（４）今後５年間の整備計画予定表（施設整備事業のみ） 



別添６「Ｒ４～８年度整備計画予定表」のとおり。 

令和４年度から令和８年度に予定している整備計画について調査の上、

ご報告願います。 

なお、今後の予算要求や執行方針の参考としますので、漏れがないよう

記載いただき、計画の追加や変更があればその都度ご連絡いただくようお

願いします。 

 

 

３．提出方法について 

 

２．（１）～（３）については、別添の「【提出方法】令和４年度保衛補

助金整備計画書」を参考に、電子媒体又は紙媒体（紙媒体の場合は３部）で提

出してください。 

２．（４）については、メールにより電子媒体で提出してください。 

 

 

４．整備計画書等の提出期限等について 

 

令和４年１月１４日（金）必着（厳守） 

 

 

５．留意事項  

 

（１）国庫補助所要額は、現時点では「保健衛生施設等施設・設備整備費の国庫

補助について」（昭和６２年７月３０日厚生省発健医第１７９号）の別紙

「保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金交付要綱」（令和３年６月

７日最終改正）に基づき算出してください。 

 

（２）平成２６年度補正予算で新設された「生活基盤施設耐震化等交付金（以下

「交付金」という。）において「保健衛生施設等の耐震化事業」も対象と

なっています。 

   交付金は補助金と異なり、施設毎に交付されるわけではなく、「〇〇県〇

〇円」といった形で交付されます。その交付された金額の中でどの事業（

水道事業も含む）にどれだけ配分するかは都道府県の裁量となり、必ずし

も要望どおりの金額が配分されるとは限りません。 

   一方、後述の（４）で記載のとおり要望額が予算額を超える場合には、補

助金で採択できない事業が生じる可能性があることから、上記を踏まえた

上で、補助金で採択ができない場合に交付金での申請を希望する事業があ

れば、別添６「Ｒ４～Ｒ８整備計画予定表」の「交付金」欄に「〇」と記

載し、整備計画書に耐震改修や耐震性能を高めるための改築等耐震化工事

である旨を記載してください。 

 

（３）施設整備事業、設備整備事業ともに整備計画額が予算額を超過した場合に

は、減額査定を行うことがあります。 

 

（４）整備計画提出に当たっては、計画内容をよく精査いただき、後で計画を変

更することがないよう調整願います。整備計画提出後にやむを得ない事情



により変更が生じた場合は、速やかに連絡願います。 

 

（５）内示前の着工（契約）およびリース契約は補助対象外となりますのでご承

知おきください。 

 

（６）例年、提出書類に不備が散見され、照会や修正に時間を要しています。よ

くある不備をもとに、最低限チェックしていただきたい事項を以下に列挙

しますので、整備計画書等の提出に当たっては十分に確認願います。 

 様式に記載漏れがないか。 

 様式に記載されている添付書類が漏れなく添付されているか。 

 書類上の齟齬（見積書と様式上の金額が異なっている等）がないか。 

 総事業費は補助対象となる事業費の合計であるか。（補助対象外の事業

費は含めない） 

 単位（千円単位か円単位か）は間違っていないか。 

 施設整備について事業が２か年以上にまたがる場合、事業の進捗率につ

いて、可能な限り実態と合うよう算出されているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 合 せ 先 

 住 所：〒540-0011 

     大阪市中央区農人橋 1－1－22 

     大江ビル 7 階 

 担当者：健康福祉部健康福祉課 川野 

 電 話：06-6942-2383 

 e-mail：kkkousei092@mhlw.go.jp 

 


